
小国公立病院の
今後の方向性

令和7年3月10日

第15回阿蘇地域医療構想調整会議
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病床機能の転換
回復期機能から包括期機能へ
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令和5年3月 小国公立病院

【統一様式】

小国公立病院が担う役割について



２ 今後の方針
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【地域において今後担うべき役割】



３ 具体的な計画
(1)今後提供する医療機能に関する事項
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【①４機能ごとの病床のあり方 その１】

病床機能 2017年(平成29年) 2023年(令和5年) 2025年(令和7年)

高度急性期

急性期 75 73 28

回復期 0 0 37

慢性期

その他

合 計 75 73 65

単位：床



３ 具体的な計画
(1)今後提供する医療機能に関する事項
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【 ①４機能ごとの病床のあり方 その２】

 小国公立病院の機能を「回復期機能を中心とし、救急・急性期・
慢性期・在宅医療・介護もカバーすることができる地域密着型多
機能病院」と定義し、阿蘇医療センターや超急性期病院と連携す
ることにより、阿蘇圏域の医療提供体制を、未来の地域ニーズを
満たすものにしていく。

 少子高齢化が進むにつれて、地域に必要な機能の中心が急性期治
療よりも治療後のリハビリテーションや退院支援に移ってきてお
り、病院の機能の中心が以前よりも回復期にシフトしてきている。

 日本の社会全体に必要なコンセプトの中心がキュアからケアに
移ってきており、医療を成立させるためにも、全ての世代のケア
が必要となっている。その最先端を走る地方の方から手厚いケア
が提供できる回復期機能を提供できる病院が必要とされてきてい
る。

 連携体制をとっていただける病院との情報共有や関係性をより堅
固にしていく。



３ 具体的な計画
(1)今後提供する医療機能に関する事項
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現時点
( 2023年3月時点)

2025年 理由・方策

維持

届出診療科目
総合診療科、循環器科、小児
科、外科、整形外科、皮膚科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、
泌尿器科、もの忘れ外来(精
神)科、麻酔科

現在の診療科は維持

阿蘇圏域の３つのエリア
で自律・分散・協調型の
連携体制を維持する必要
がある

新設
・地域包括ケア病棟
・医療MaaS・医療Dx診療拠点
・訪問診療提供拠点

・回復期機能病棟の需要増加
・開業クリニック減少による
地域の医療提供不足を補う為
新規事業着手

廃止
地域に３つしかない開業
クリニックのうちひとつ
が廃業になる

変更・統合 廃業クリニックと
運営を統合予定

【②診療科の見直し】



３ 具体的な計画
(3)数値目標の達成に向けた取組みと課題

10

【取組みと課題】



病室改修計画図面
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建て替えの検討協議
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現状の問題点

•築40年となり老朽化している

•小国郷での医療提供体制の持続可能性を維持する機能が必要

•新興感染症対策ならびに通常のクラスター対応等が必要

•人的資源確保（高齢化を含む）のための対応が急務

•外来・入院機能の需要供給のバランスを考慮した人員配置を検討する
必要がある
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10回目
令和7年1月31日
広島県
尾三構想区域（一般社団
法人因島医師会 因島医師
会病院、カナデビア健康保険
組合 因島総合病院）
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小国郷医療・介護需要
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阿蘇医療圏
将来推計人口・医療介護
需要予測
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小国町
将来推計人口・医療介護
需要予測
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南小国町
将来推計人口・医療介護
需要予測
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建て替えに向けての準備

•小国郷公立病院組合運営会議にて協議

•令和６年度 小国公立病院病床機能再編基本構想・基本計画策定
支援開始

•小国郷公立病院組合病院議会定例会一般質問にて今後の方向性に
ついて議論

•総務省 地方公共団体の経営財務強化マネジメント事業を利活用した
アドバイザーによる支援開始
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新設・建替等、病院事業債（特別分・一般会計出資債）、除却等経費に係る特別交付税措置に関する手続

起債協議・特別交付税の
スケジュール

新設・建替等
病院事業債

（特別分・一般会計出資債）
除却等経費に係る特別交付税

N－2
年度

11月
N－1年度に基本設計に着手する
事業について、総務省に新設・建
替等に関する調書等を提出

N－1
年度

４月 基本設計に着手

９月
N年度で協議予定の事業について、
総務省に機能分化・連携強化計
画等を提出 ※1

２月
N年度に実施設計に着手する事
業について、総務省に新設・建替
等に関する調書等を提出 ※1

N年度

４月 実施設計に着手

６月上旬 １次協議総務省提出期限 １次協議 ※2 １次協議 ※2

９月上旬
特別交付税基礎数値調査
（繰出金調査）回答期限

基礎数値の報告とあわせて総務
省に機能分化・連携強化計画等
を提出 ※1

11月

１月上旬 ２次協議総務省提出期限 ２次協議 ※2 ２次協議 ※2

３月 ３月分の特交交付 特交交付

※１:総務省は、地域医療構想との整合
性に係る都道府県の意見に基づき適
当と認められるものについて、その
旨を通知する。

※２：起債協議等の手続では、※１
の通知の写しを添付する。
（除却等経費に係る特別交付税
については、次年度以降、再度
措置を受けようとする場合には、
基礎数値の報告時に合せて提
出。）

•新設・建替等に当たって病院事
業債（特別分）を活用する場
合は、左欄の提出に合せて、機
能分化・連携強化計画等を提
出することも可能。
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●●市立○○病院 ◎◎県立○○総合病院

○○病院 [■■民間医療法人立]

○○地域医療センター
[■■民間医療法人立]

◎◎県立メディカルセン
ター

取組前 取組後

＜令和○年度病床機能報告＞
・高度急性期：○○床
・急性期：○○床
・回復期：○○床
・慢性期：○○床
計 ：○○床

＜令和○年度病床機能報告＞
・高度急性期：○○床
・急性期：○○床
・回復期：○○床
・慢性期：○○床
計 ：○○床

＜令和○年度病床機能報告＞
・高度急性期：○○床
・急性期：○○床
・回復期：○○床
・慢性期：○○床
計 ：○○床

・高度急性期：○○床（増減○床）
・急性期：○○床（増減○床）
・回復期：○○床（増減○床）
・慢性期：○○床（増減○床）
計 ：○○床（増減○床）

・高度急性期：○○床（増減○
床）
・急性期：○○床（増減○床）
・回復期：○○床（増減○床）
・慢性期：○○床（増減○床）
計 ：○○床（増減○床）

～○○年度 ○○年度

【基幹病院以外の病院】

【基幹病院】

• 医師派遣の取組
として○○科に
○○人を、月○
人派遣
• 遠隔診療等の診
療支援の取組と
して～を実施

【主な役割】
・～～～

【主な役割】
・～～～

機能分化・連携強化の概要を図示した資料 （記入例）（任意様式でも可）適宜タイトルを付し、不要な文字は消すこと。

※１ 病院名は、開設者（指定管理者制度を導入している場合は指定管理者を含む。）が分かるように記入すること。
※２ 病床機能報告に基づく機能別病床数と、機能分化・連携強化の取組前後の機能別病床数（予定）は、必ず記入す
ること。
※３ 取組後の状態については、基幹病院と基幹病院以外の別が分かるように記入すること。
※４ 取組後、病院間でどのような連携が行われるか、記入すること。
※５ 取組の前後で、病院の廃止や、診療所化が行われる場合は、必ずその旨を明記すること。

※●●市立○○病院は廃止

参考様式

＜令和○年度病床機能報告＞
・高度急性期：○○床
・急性期：○○床
・回復期：○○床
・慢性期：○○床
計 ：○○床

【関係病院の合計の病床数】

【関係病院の合計の病床数】

• ○○システムにより、
○○について連携

• ～～～

・基幹病院に医師・看護師
等を集約したり、関係病院
間で人材を融通する仕組み
を作る場合は、その旨を記
入。

・高度急性期：○○床（増減○
床）
・急性期：○○床（増減○床）
・回復期：○○床（増減○床）
・慢性期：○○床（増減○床）
計 ：○○床（増減○床）
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